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                             甲府家庭裁判所   

非開示希望申出と当事者間秘匿制度（Ｑ＆Ａ）  

 

 

 

 

  Ａ１  申立書、資料等を提出する際に、他方当事者等に知られたくな  

い情報がある場合には、原則として当事者において、該当箇所を  

マスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにする  

ことが大切です。  

当該部分をマスキングすることができない事情がある場合には、 

当事者間秘匿制度（Ｑ２）又は非開示希望申出（Ｑ６）を利用し  

ていただくことになりますが、それぞれ要件や手数料の要否が異  

なり、裁判官の判断によっては認められないこともあります。  

 

 

 

Ａ２  令和５年２月に施行された制度で、家事事件において、当事者  

又はその法定代理人が、他方当事者等に自らの住所等及び氏名等  

が知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずる  

おそれがあるときに、秘匿申立てを行い、要件を満たすときは秘匿  

決定を得ることにより、住所等又は氏名等を秘匿する制度です。具

体的には、秘匿申立書と共に提出する秘匿事項届出書面（※秘匿を

希望する住所等を記載した書面。）につき、秘匿対象者以外の者の

閲覧等の請求が制限されることになります。  

 住所又は氏名につき秘匿決定がなされた場合には、当該秘匿決定

Ｑ２  当事者間秘匿制度とはどのようなものですか。  

Ｑ１  家事事件を申し立てるにあたり、他方当事者に知られたくな

い情報があるのですが、どのようにしたらよいですか。  
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において当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項（代替事項

（例えば「代替住所Ａ」、「代替氏名Ａ」））が定められ、当該手続及

びその後の関連手続では、代替事項を記載すれば住所又は氏名を記

載したものとみなされます。なお、その後の手続の種類によっては、

再度秘匿の申立てが必要になる場合があります。  

 秘匿決定がなされても、秘匿事項届出書面以外の書面に記載され

た秘匿事項につき当然に秘匿の措置がなされるわけではありませ

んので、秘匿事項を記載した書面を提出することのないよう留意し

て下さい。  

 

 

 

  Ａ３  当事者又はその法定代理人の住所等及び氏名等が対象となりま

す。  

     住所等とは、住所、居所及びその他通常所在する場所（職場等）

を、氏名等とは、氏名その他その者を特定するに足りる事項（本

籍等）をいいます。  

  なお、当事者の子や審判を受ける者となるべき者は秘匿の対象

者となりません。  

 

 

 

Ａ４  秘匿申立書、秘匿事項届出書面及び疎明資料（※他方当事者等に

自らの住所等又は氏名等が知られることにより社会生活を営むの

に著しい支障を生ずるおそれがあることを疎明する資料（※例え

ば、①ＤＶ保護命令の決定書、②住民票上の支援措置を受けている

Ｑ４  秘匿申立ては、どのようにすればよいのですか。  

 

 

 

 

Ｑ３  どのような事項が秘匿の対象となるのですか。  
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ことが分かる資料、③陳述書や診断書等））を提出し、申立手数料

（※申立書１件につき収入印紙５００円）を納めていただく必要

があります。  

   調停事件の申立書の提出と同時に秘匿申立書を提出される場合

は、調停事件の申立書には秘匿事項届出書面に記載した住所又は

氏名を記載せず、代替事項（例えば「代替住所Ａ」「代替氏名Ａ」）

を記載してもらう必要があります。また、秘匿対象者が複数いる場

合には、秘匿事項届出書面は、秘匿対象者ごとに作成してください。 

   なお、秘匿申立てをされても、裁判官の判断によっては、申立て

が認められない場合もあります。  

 

 

 

Ａ５  秘匿申立てを却下した裁判に対しては申立人が即時抗告するこ

とができます。秘匿申立てを認容した裁判に対しては即時抗告す

ることはできません。  

   合意に相当する審判対象調停事件及び審判事件において秘匿決

定がなされた場合、秘匿対象者以外の当事者又は利害関係参加人

は、①秘匿決定の要件を欠く又は欠くに至ったとして秘匿決定の

取消しの申立て、②自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ず

るおそれがあるとして秘匿事項届出書面の閲覧等許可申立てをす

ることができます。  

 

 

Ａ６  当事者が裁判所に提出する書類に含まれている情報のうち、  

Ａ６  他方当事者等に対して開示されることにより社会生活を営むの

Ｑ６  非開示希望申出とはどのようなものですか。  

 

 

 

 

Ｑ５  秘匿決定に不服がある場合どのような手段がありますか。  
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に著しい支障が生じるおそれがある情報（住所等）を開示しないこ

とを求める（希望する）申出のことです。非開示希望申出の対象と

しては、秘匿制度の対象となる当事者又はその法定代理人の氏名

等や住所等に加え、診断書に記載されている病院名等の開示を希

望しない情報を推知することができる事項、当事者の子や審判を

受ける者となるべき者に関する情報も含まれます。  

 

 

  

Ａ７  非開示希望申出書に非開示希望の情報が記載されている書類

を添付し提出してください。その際、非開示希望の部分をライン

マーカー等で明確に表示してください。非開示希望の部分をマ

スキングした当該書類のコピーの提出を求められる場合もあり

ます。ただし、非開示希望の申出をされても、裁判官の判断によ

り認められないこともあります。  

   非開示希望申出に伴う、手数料は不要です。  

 

   

 

   Ａ８  秘匿制度と非開示希望の申出は、利用できる人、対象事項、

要件、効果、手数料の有無等が異なりますので、それらを考慮

の上で、どちらを利用するかを選択してください。  

   

 

Ｑ７  非開示希望の申出はどのようにすればいいのですか。  

 

 

 

 

Ｑ８  秘匿制度と非開示希望の申出のどちらを選べばよいのです

か。  

 

 

 

 


